
飼料製造業、化学工業、プラスチック製品製造業、金属製
品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、
業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製
造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸
送用機械器具製造業、情報サービス業、インターネット付
随サービス業、社会保険・社会福祉・介護事業、医療業

申込要件：県内に主たる事業所を有する企業等で、
やまなし地域活性化雇用創造プロジェクトの対象業種で
あること（対象業種はHPでご確認ください）

派遣回数：テレワークコーディネーター３回まで
社会保険労務士３回まで
ICT専門家２回まで

申込方法：裏面申し込み票より、下記あてにお申し込みください。
申込締切：令和５年2月末まで
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いずれかの専門家のみ
の利用でも可能です

コーディネーター
２回目

コーディネーター
１回目

支援スケジュールの例
ICT専門家
１回目

ICT専門家
２回目

コーディネーター
３回目

社労士
１回目・２回目

社労士
３回目

やまなし地域活性化雇用創造プロジェクト事業

テレワークの導入を支援します！
テレワーク導入企業サポート事業

利用申し込み受付中
こんなお悩み、専門家に相談してみませんか

・コロナ禍で「テレワーク」とよく聞くが、小さい企業では導入できない？
・製造業だが、テレワークできる業務があるか聞いてみたい。
・テレワークを導入したいが、何から始めたらいいか分からない。
・テレワークは導入しているが、もっと拡大したい、効率化したい。
・現状のセキュリティ対策、これで大丈夫？
・労務管理はどのように行えば良いの？ 就業規則の改定は必要？…など

当事業では、テレワーク導入に意欲のある企業等に
専門家を無料で派遣し、テレワーク導入の検討から
実際に実施するまでを支援します。

お問い合わせ先：山梨県産業労働部労政雇用課労政担当
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目6番１号

電話：055-223-1561 FAX：055-223-1564
メール：rosei-koy@pref.yamanashi.lg.jp



 

メール：rosei-koy@pref.yamanashi.lg.jp 

ＦＡＸ：０５５－２２３－１５６４ 

送付先：山梨県 産業労働部 労政雇用課 労政担当 行 

お申し込み･お問い合わせ票 
（※は必須記入項目です） 

企 業 名 ※ 

所 在 地 ※ 

ご担当者様 役 職※ 氏 名※ 

ご 連 絡 先 

電 話※ FAX 

メールアドレス※ 

１ ご用件をお聞かせください。（該当する項目に○をつけてください） 

［ ］ まずは働き方改革アドバイザーに相談してみたい ⇒ ２へお進み下さい。 

（テレワーク導入企業サポート事業の概要などお気軽にご相談下さい） 

［ ］ 専門家（テレワークコーディネーター、社会保険労務士及びICT専門家）の支援を希望 

 ⇒ ２へお進み下さい。 

［ ］ その他（自由記入：                                ） 

２ 検討しているテレワークの方法をお聞かせ下さい。（該当する項目に○をつけてください）） 

 

［ ］ 在宅勤務   ［ ］ モバイル勤務   ［ ］ サテライトオフィス勤務      

  

３ 相談又は支援を希望する項目をお聞かせ下さい。（該当する項目に○をつけてください） 

［ ］ テレワーク導入から実施までの全般について ［ ］導入事例を知りたい 

［ ］ 労務管理に関することについて 

（［ ］就業規則 ［ ］適用業務 ［ ］労働時間管理 ［ ］人事評価） 

［ ］ 導入するシステムについて  ［ ］セキュリティ対策について  ［ ］助成金について 

［ ］ その他 

（自由記入：                                  ） 

４ 派遣を希望する時期（2023年３月末まで） ※ 専門家の派遣受付は2023年２月末まで 

 希望時期：     年   月 に派遣を希望したい。 

 

 

 


